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ニッセイプライベートリート投資法人 

グリーンローン・フレームワーク 
 

2024 年 2 月 27 日 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト：石井 雅之 

 

格付投資情報センター（R&I）は、ニッセイプライベートリート投資法人が 2024 年 2 月に策定したグリー
ンローン・フレームワークが、ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マー
ケット・アソシエーション（APLMA）、ローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）
の「グリーンローン原則（2023）」、環境省の「グリーンローンガイドライン（2022年版）」に適合しているこ
とを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。 

■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
  調達資金は第三者認証機関のグリーンビル認証を取得済または取得予定の資産（グリーン適格資産）の
取得、または当該資産の取得のために調達した既存借入金の返済に充当される。グリーンローン原則で例
示される事業区分のうち「グリーンビルディング」または「エネルギー効率」のカテゴリーに該当する。
一定水準以上の第三者認証を適格クライテリアとして設定していることから、環境改善効果が見込まれる。
資金使途は適切である。 

(2)プロジェクトの評価及び選定のプロセス 
  環境面での目標は「気候変動の緩和」である。適格クライテリアは投資法人の資産運用会社であるニッ
セイリアルティマネジメントが定める「サステナビリティに関する基本方針」に対応し、確実な環境改善
効果が見込めるよう設定されている。個別プロジェクトは、ニッセイリアルティマネジメントの投資委員
会がプロジェクトに係る適格性を検証して行う審議により決定され、取締役会に報告される。環境・社会
リスクの特定・緩和・管理のために、物件取得時のデューデリジェンスなどで物件にかかる負の影響を確
認し、国や地方自治体に求められる環境関連法令等を遵守する。評価・選定のプロセスは適切である。 

(3)調達資金の管理 
  投資法人が保有するグリーン適格資産の取得価額の総額に、総資産 LTV（有利子負債／総資産）を乗じ
て算出された負債額（グリーン適格負債額）を上限とし、グリーンローンの調達残高がグリーン適格負債
額を超過しないよう、ニッセイリアルティマネジメントの財務部が、内部会計システムを用いて管理する。
未充当資金が一時的に発生する場合は現金または現預金にて運用し、早期にグリーン適格資産に充当する
ようにする。資金管理は適切である。 

(4)レポーティング 
  グリーンローンの残高が存在する限り、年次で、グリーン適格資産の取得価格の総額、グリーン適格負
債額、グリーンローンの調達残高、未充当資金の金額と充当予定時期、グリーン適格資産の概要（取得し
ている環境認証の種類・水準・件数）につき、投資法人のウェブサイトに開示する。レポーティングの内
容は適切である。  
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資金調達者の概要 

・ ニッセイプライベートリート投資法人は、2016 年設立の非上場オープンエンド型私募リート。オフィス
ビルを中核とし、物流施設、住宅、商業などのアセットを東京圏、大阪圏、その他全国各地に幅広く保有
する。資産運用会社は、日本生命と大林組が出資するニッセイリアルティマネジメントである。 

・ 日本生命の資産運用における基本方針に則り、環境や地域・社会と共生し、日本経済・企業と安定的な成
長を共有していく視点を踏まえたポートフォリオ構築を基本理念とする。 

[出所：ニッセイプライベートリート投資法人ウェブサイト]  
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1. 調達資金の使途 

資金調達者は調達資金の使途を示している。対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金
の使途は適切である。 

(1) 対象プロジェクト 

・ 調達資金は以下の適格クライテリアを充たす資産（グリーン適格資産）の取得、または当該資産の取得の
ために調達した既存借入金の返済に充当される。対象資産は調達時点で有効な認証を取得、有効期限を設
けていない場合は 36カ月以内に認証を取得、又は取得予定のものとする。 

・ 資金使途は、グリーンローン原則で例示される事業区分のうち「グリーンビルディング」または「エネル
ギー効率」のカテゴリーに該当する。 

●適格クライテリア 

 以下の第三者認証機関の認証（グリーンビル認証）のいずれかを取得済又は取得予定であること 

・DBJ Green Building 認証における 5 つ星～3 つ星 

・CASBEE 不動産評価認証における S ランク～A ランク 

・BELS 評価における 5 つ星 

・LEED における Silver 以上 

・その他のグリーンビルディング認証のうち、評価レベルが同水準の評価 

※認証制度の概要 

DBJ Green Building 認証（認証団体：株式会社日本政策投資銀行及び一般財団法人日本不動産研究所（JREI））

対象物件の環境性能のみならず、テナント利用者の快適性、防災・防犯等のリスクマネジメント、周辺環境・コミュニティ

への配慮、ステークホルダーとの協業等を含めた総合的な評価を行う認証制度。

評価結果は星５（国内トップクラスの卓越した配慮がなされた建物）から星１（十分な配慮がなされた建物）までの

５段階評価となっている。総合評価のうち環境性能項目に関する評価が確認できる場合、環境認証として有効と考えられる。

CASBEE 評価認証（認証団体：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構）

「Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）」の略称。

建築物を環境性能で評価し格付けする。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、

室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する制度である。

評価結果は、S ランク（素晴らしい）からC ランク（劣る）までの５段階評価となっている。

BELS認証（認証団体：住宅性能評価・表示協会）

「Building-Housing Energy-efficiency Labeling System（建築物省エネルギー性能表示制度）」の略称。

国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン（建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針）」に

基づく認証制度。一次エネルギー消費量をもとに第三者機関が省エネルギー性能を評価し、５段階の星マークで表示する。

LEED認証（認証団体：米国グリーンビルディング協会（US Green Building Council））

「Leadership in Energy and Environmental Design（エネルギーと環境に配慮したデザインにおけるリーダーシップ）」

の略称。米国発祥のグリーンビルディング認証プログラム。建築物全体の企画・設計から建築施工、運営・メンテナンス

までにわたって様々なシステムを通じ、エネルギー性能をはじめとする総合的環境負荷を評価する。必要条件を満たした

上で、取得したポイントによって標準認証、シルバー、ゴールド、プラチナの4つの認証レベルが用意されている。
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(2) 環境改善効果 

・ 建築物の省エネルギー性能などを評価する第三者認証制度において、一定水準以上の評価取得を適格クラ
イテリアとして設定していることから、運用時の CO2排出量抑制など環境改善効果が見込まれる。 

＜SDGs への貢献＞ 

・ 本フレームワークで調達資金を充当するプロジェクトは、SDGs の「7. エネルギーをみんなに そしてク
リーンに」「11. 住み続けられるまちづくりを」「13. 気候変動に具体的な対策を」に貢献すると考えられ
る。 
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2. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

資金調達者は「環境面での目標」「規準」「プロジェクトの評価・選定のプロセス」「環境・社会リスクの特
定・緩和・管理に関するプロセス」を示している。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定す
るように定められている。評価・選定のプロセスは適切である。 

(1) 環境面での目標 

・ 環境面での目標（グリーンローンを通じて実現しようとする環境上のメリット）は「気候変動の緩和」で
ある。 

(2) 規準 

・ 投資法人の資産運用会社であるニッセイリアルティマネジメント社では以下の通り「サステナビリティに
関する基本方針」を定めている。 
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[出所：ニッセイプライベートリート投資法人ウェブサイト]     

・ フレームワークに定める適格クライテリアは、サステナビリティに関する基本方針の「【２】環境」、「【５】
外部評価・認証」に対応する規準として設定されている。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定のプロセス 

・ 調達資金を充当する個別のプロジェクトは、ニッセイリアルティマネジメントの投資委員会がプロジェク
トに係る適格性を検証して行う審議により決定され、取締役会に報告される。 

 

(4) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

・ 各グリーン適格資産の取得・運用にあたって以下の対応により、環境・社会リスクの特定・緩和・管理を
行う。 

 物件取得時にデューデリジェンスを実施し、外部の第三者である専門家による不動産鑑定評価書、エ
ンジニアリング・レポート、地歴調査報告書等を取得し、取得予定の物件にかかる負の影響を確認す
る。 

 国もしくは地方自治体に求められる環境関連法令等を遵守する。調達資金を充当する個別プロジェク
トは、ニッセイリアルティマネジメントの投資委員会がプロジェクトに係る適格性を検証して行う審
議により決定され、取締役会に報告される。 
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3. 調達資金の管理 

資金調達者は、調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法
を示している。調達資金の管理は適切である。 

・ 調投資法人が保有するグリーン適格資産の取得価額の総額に、総資産 LTV（有利子負債／総資産）を乗
じて算出された負債額（グリーン適格負債額）を上限とし、グリーンローンの調達残高がグリーン適格負
債額を超過しないよう、ニッセイリアルティマネジメントの財務部が、内部会計システムを用いて管理す
る。 

・ 未充当資金が一時的に発生する場合は現金または現預金にて運用し、早期にグリーン適格資産に充当する
ようにする。 

 

4. レポーティング 

資金調達者は、開示のタイミング、方法、開示事項を示している。環境改善効果に係る指標は環境面での目
標に整合している。レポーティングの内容は適切である。 

(1) 開示の概要 

・ グリーンローンの残高が存在する限り、各年の 2月末時点における以下の項目を投資法人のウェブサイト
において開示する。大きな状況の変化があった場合には適時に開示する。 

① 資金充当状況 

 グリーン適格負債額 

 グリーンローンの調達残高 

 未充当資金の金額と充当予定時期 

② 環境改善効果 

 グリーン適格資産の概要（取得している環境認証の種類・水準・件数） 

(2) 環境改善効果に係る指標 

・ 環境改善効果として示される指標はプロジェクトの環境面での目標に整合する。 

 

以 上 
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